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福島市新生活応援事業 湯めぐりパスポート交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、福島市に移住し新たに生活を始める方に対して、市内公衆浴場を無料

（全額減免）で利用できる年間パスポートを交付することにより、本市への定住を促進し、

人に選ばれ、活気あふれる魅力多いまち「実・湧・満・彩 福島市」の実現を目指すため、

福島市新生活応援事業湯めぐりパスポート（以下「湯めぐりパス」という。）の交付等につ

いて、必要な事項を定めるものとする。 

 

（湯めぐりパス交付対象者） 

第２条 この湯めぐりパス交付の対象者は、次の各号に該当する者が属する世帯の世帯主及

び世帯員又は、世帯主が該当する者でない場合は該当する世帯員（以下「交付対象者」

という。）とする。なお、該当する者が属する世帯とは福島市へ転入する前の世帯を指

す。 

 （１）首都圏等で開催する移住フェアやセミナー、関係人口創出イベント等で本市の催し

に参加した者。あるいは、福島市移住希望者宿泊費補助事業またはふくしまプレ移住

サポート事業補助金交付事業を活用した者。もしくは本市窓口、オンライン面談によ

り本市へ移住相談を行った者。この場合、補助金制度の問い合わせだった際は移住相

談に含まれない。なお、補助金制度とは福島市移住希望者宿泊費補助事業、ふくしま

プレ移住サポート事業補助金交付事業、福島市 UIJ ターン移住支援事業における移住

支援金交付事業を指す。 

（２）福島市移住促進市営住宅に入居契約した者。 

 （３）福島市空き家バンクに登録のある空き家又は農地付住宅を購入、若しくは賃貸契約し

た者。 

 （４）独立して新規に農業経営を開始した者又は開始が見込まれる者。 

 （５）「ゆとり満喫福島オフィス」開設支援補助金を活用した者。 

（６）福島市結婚等新生活支援事業補助金を活用した者で、前年度１月１日以降に婚姻し

た者、かつ、１月１日以降に県外市区町村から転入した者 

 （７）福島市が実施する結婚支援事業の活用により成婚した者で、市外市区町村から転入

した者 

 （８）その他市長が認めた者。 

 （９）本条第１号から第８号のいずれかに該当し、且つ次の要件を満たす者。 

①市外から本市に転入届をし、居住することとなった者。 

   ②本要綱による湯めぐりパスの交付を受けていないこと。 

   ③本市に住民登録した後、継続して５年以上居住する意思がある者。ただし、客観的

に定住することが認められる場合を除き、転勤の可能性がある者は対象としない。 

   ④企業等の業務命令に基づく一時的な転勤や所属企業等と関連のある企業等への赴任 

等により一時的に住民登録を行う者でないこと。ただし、本条第５号に該当する者

は除く。 

   ⑤福祉施設等への入所を目的として住民登録を行う者でないこと。 

   ⑥大学、専門学校への入学または資格取得のための勉学でないこと。 
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   ⑦生活保護法（昭和 25年法律第 144号）の規定による住宅扶助その他の公的制度に 

よる生活保護を受給していないこと 

   ⑧外国人転入者については永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、

特別永住者のいずれかの在留資格を有する者。 

   ⑨その他市長が不適当と認めた者でないこと。 

（湯めぐりパスの交付） 

第３条 湯めぐりパスは、第２条の交付対象者に対し交付する。 

２ 湯めぐりパスは、別表に定める施設に掲示することにより、当該施設における基本使 

 用料として一般入浴を無料（全額減免）で利用することができる。 

３ 湯めぐりパスの交付は、当該年度の予算の範囲内とする。 

 

 （湯めぐりパスの有効期限） 

第４条 湯めぐりパスの有効期限は、湯めぐりパスの交付の日（以下「交付日」という。） 

 から１年度とし、住民基本台帳の居住状況確認のうえ交付日から通算して１年（１２月）

に限り有効期間を更 

新するものとする。なお、有効期限の末日は交付日から１２月目の末日までとする。 

  

 （湯めぐりパスの交付申請） 

第５条 交付対象者のうち、第２条第１号から第５号まで及び第８号に該当する者は、第２

条第９号①の転入日の翌日（以下「基準日」という）から起算して６月以内に、第６

号及び第７号に該当する者は、婚姻日の翌日（以下「基準日」という。）から起算して

１２月以内に、福島市新生活応援事業湯めぐりパスポート交付申請書（第１号様式）

に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。なお、第６号及び第

７号に該当する者は、基準日から１２月以内に当該年度の３月３１日に到来した場合

は、３月３１日を申請期限とする。 

（１）第２条第１号に該当する者は、移住フェアやセミナー等において福島市の催しに参

加した日付、内容等が確認できる書類、または、本市へ移住相談を行った日付、内容

等が確認できる書類。なお、出会い移住・多文化共生課に相談記録等がある場合には

本人からの提出を省略することができる。 

（２）第２条第２号及び第３号に該当する者は、住宅等の入居又は購入を証明する書類 

（３）第２条第４号に該当する者は、就農又は開始の見込みが確認できる書類 

（４）第２条第５号に該当する者は、「ゆとり満喫福島オフィス」開設支援補助金交付決定

が確認できる書類 

（５）第２条第６号に該当する者は、福島市結婚等新生活支援事業補助金交付決定が確認

できる書類 

（６）第２条第７号に該当する者は、福島市が実施する結婚支援事業の活用が確認できる

書類。なお、出会い移住・多文化共生課に活用状況が分かる資料がある場合には本人

からの提出を省略することができる。 

（７）交付対象者の顔写真 

（８）転入世帯全員の住民票 

 （９）外国人転入者については在留カードの写し（表・裏） 
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（１０）前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類 

２ 海外からの転入及び外国人の場合で、上記の書類を取得できない場合はそれに準ずる 

書類を可能な限り提出することとする。 

３ 申請は、先着順に行うものとする。 

４ 受け付けた申請に係る湯めぐりパスの合計が予算の範囲を超えると認められるときは、 

 新たな申請の受付は行わないものとする。 

５ 福島市結婚等新生活支援事業補助金交付要綱第６条の規定により、福島市結婚等新生

活支援事業補助金の申請を行ったとき又は過去に行っていたときは、本条第１項の（８）

及び（９）並びに本条第２項の書類は省略することができる。 

 

（湯めぐりパスの交付決定） 

第６条 市長は、湯めぐりパスの交付決定をしたときは、福島市新生活応援事業湯めぐりパ 

スポート交付決定通知書（第２号様式）により、その内容等を交付対象者に通知し、福島 

市新生活応援事業湯めぐりパスポート（第３号様式）の交付により、交付決定を通知する 

ものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第７条 市長は、交付対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、湯めぐり

パス交付決定を取消し、また、既に交付した湯めぐりパスの返還を命ずることができる。 

 （１）虚偽の申請その他の不正行為により湯めぐりパスの交付を受け、又は受けようとし

たとき。 

 （２）本市から転出したとき。 

 （３）この要綱並びに関係法令に違反する行為があったとき。 

 （４）第４条の規定により更新されたとき。 

２ 市長は、前項第１号から第３号までの取消しの決定を行った場合には、福島市新生活応 

援事業湯めぐりパスポート交付決定取消通知書（第４号様式）により、その旨を交付対象 

者に通知するものとする。 

３ 市長は、本条第１項に基づく取消しを行った場合には、返還の期限を定めるものとする。 

 

（湯めぐりパスの再発行） 

第８条 交付対象者は、既に交付した湯めぐりパスを紛失した場合には、福島市新生活応援 

事業湯めぐりパスポート再発行申請書（第５号様式）により、１回のみ市長に申請できる 

ものとする。 

２ 市長は、本条第１項の申請を受け、湯めぐりパスの再交付を決定したときは、福島市新 

生活応援事業湯めぐりパスポート再交付決定通知書（第６号様式）により、その内容等を 

交付対象者に通知し、福島市新生活応援事業湯めぐりパスポート（第３号様式）の交付に 

より、交付決定を通知するものとする。 

 

（湯めぐりパスの有効期限の更新） 

第９条 交付対象者は、湯めぐりパスの有効期限の更新をする場合には、福島市新生活応援

事業湯めぐりパスポート更新申請書（第７号様式）にて、住民基本台帳の閲覧に同意し、
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本市に継続して住民登録されていることの確認を受けなければならない。 

ただし、住民基本台帳の閲覧に同意しない場合は、本市に継続して住民登録されているこ

とが確認できる書類等（住民票）を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、本条第１項の申請を受け、湯めぐりパスの更新を決定したときは、福島市新生

活応援事業湯めぐりパスポート更新決定通知書（第８号様式）により、その内容等を更新

対象者に通知し、福島市新生活応援事業湯めぐりパスポート（第３号様式）の交付により、

更新決定を通知するものとする。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。 

 

 

附 則 

 この要綱は、令和２年７月３０日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、令和２年１１月１日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、令和３年 ２月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年 ６月１日から施行する。 

 

    附 則 

 この要綱は、令和４年 ３月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和４年 ４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年 ４月１日から施行する。 

 

    附 則 

 この要綱は、令和６年 ３月１日から施行する。 

 

    附 則 

 この要綱は、令和６年 ４月１日から施行する。 

 

    附 則 

 この要綱は、令和６年 １２月２日から施行する。 
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    附 則 

 この要綱は、令和７年 １月６日から施行する。 

 

    附 則 

 この要綱は、令和７年 ４月１日から施行する。 

 

 附 則 

（施工期日） 

 この要綱は、令和８年 ４月１日から施行する。 

（経過措置） 

令和 5年度から令和 7年度の間に新規発行された者の有効期限について、交付から 36月経

過する末日、または令和 9年 3月 31日の早い方とする。 

 

別表 

 

No 温 泉 地 名 対 象 公 衆 浴 場 名 

１ 飯 坂 温 泉 鯖湖湯 ・波来湯 

２ 高 湯 温 泉 あったか湯 

３ 土 湯 温 泉 中之湯 

 


